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電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、又は負担す

べき金額（以下「金額」という。）について当事者間の協議が調わないときは、電気通

信事業法（昭和59年法律第86号。以下「法」という。）第35条第３項又は第４項の規定

により、当事者の一方又は双方は、総務大臣の裁定を申請することができることとさ

れている。このような申請を受理したときは、総務省では、次の方針を基本として裁定

を行うこととする。 

 

１． 金額※については、当事者間で別段の合意がない場合には、市場における競争

状況等を勘案し、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたも

のを基本とする。 

※ 認可された接続料等を除く。 

 

２． １．の原価等の算定のため、接続に関して生じる費用等、算定根拠となるような

データの提供を関係当事者に対して求めることとする。 

 

３． ２．において有効と認められるデータの提供が行われない場合には、１．の原価

等の算定のために、近似的に、例えば長期増分費用モデル等により、他の費用等

を用いることとする。 

 

（注） 卸電気通信役務の提供又は電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作

物の共用に係る金額に関して、当事者間の協議が調わないとして、法第38条第

２項又は第39条において準用する法第35条第３項又は第４項の規定に基づき裁

定の申請があったときも、１．から３．までに準じて対応することとする。 

 

 

 


